
福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　県は、新型コロナウイルス感染症により院内感染が発生し、外来診療の休止又は縮小を余儀なくされた医療機関の経営を支援するため、別表の１に掲げる者（以下「補助事業者等」という。）に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

（補助の対象及び補助額）
第２条　この要綱の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）は、補助事業者等に対して交付するものとし、その補助対象期間及び補助額は別表の２及び３に定めるところによる。

（申請書等の様式等）
第３条　規則第４条第１項の申請書は、福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）（以下「申請書」という。）によるものとし、補助対象期間の末日から補助対象期間の末日の属する月の翌月末日、又は補助対象期間の末日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までの間に提出するものとする。
２　規則第４条第２項第１号に規定する補助事業等に係る収支予算書は添付を要しないものとする。
３　規則第４条第２項第２号に規定するその他別に定める書類については、申請書に記載の添付書類とする。
４　規則第１３条に規定する実績報告書は、第１項の申請書と兼用する。

（申請を取り下げることができる期日）
第４条　規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

（補助金の交付決定等）
第５条　知事は、第３条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定と併せて補助金の額を確定し、速やかに当該補助事業者等に通知するものとする。



（補助金の交付の請求）
第６条　補助事業者等は、前条による額の確定後、速やかに福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金交付請求書（第2号様式）を知事に提出しなければならない。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）
第７条　知事は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、知事はその全部又は一部の返還を求めることができる。
　(1)　この要綱または規則第６条第２項の条件に違反したとき
　(2)　この要綱により、知事に提出した書類に虚偽の記載があったとき
　(3)　その他補助事業の実施について、不正な行為があったとき

（会計帳簿等の整備）
第８条　補助金の交付を受けた補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。

（その他必要な事項）
第９条　この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。

[bookmark: _GoBack]附　則
１　この要綱は、令和２年１２月１７日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。
２　補助対象期間の末日がこの要綱の施行の日以前である場合、第３条第１項に規定する交付申請書の提出期限は、この要綱の施行の日の属する月の翌月末日までとする。

別表

１　補助事業者等
(1)　県の要請を受けて入院病床を確保した医療機関
(2)　診療・検査医療機関等
　　 なお、診療・検査医療機関等には、診療・検査医療機関のほか、帰国者・接触者外来設置医療機関、地域外来（発熱外来）や宿泊療養施設での勤務時において担当医師等が感染（濃厚接触又は健康観察等による休業を含む）したことに伴い外来診療を休止又は縮小した医療機関を含む。

２　補助対象期間
　　補助金の補助対象期間は、新型コロナウイルス感染症による院内感染が発生したことにより、外来診療を休止又は縮小した日（以下「外来診療休止日」という。）から感染が終息し外来診療を再開した日（以下「外来診療再開日」という。）の前日までの期間とする。
　　ただし、外来診療休止日から外来診療再開日までの期間が３０日を超える場合は、外来診療休止日から起算して３０日を経過する日までの期間を補助対象期間とする。

３　補助額の算出
　　補助額は、次により算出した額とする。ただし、別表の１(1)及び(2)の双方に該当する医療機関について、重複交付はしないものとする。
(1)　補助事業者等の補助対象期間における外来患者延数を前年同期間の外来患者延数から差し引くことにより算出した外来患者延数の減少人数に、一人当たり13,500円を乗じて算出した額を補助基本額とする。
(2)　補助基本額に補助率３分の２を乗じて算出した額を補助額とする。


第１号様式
番　　　　　　　号　
年　　　月　　　日　

福島県知事

住所又は所在地　　　　　　　　　　　
補助事業者等　名　　　　　称　　　　　　　　　　　
氏名又は代表者の氏名　　　　　　　印

福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金
交付申請書兼実績報告書
下記のとおり福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業を実施したので、福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金交付要綱第３条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。
記
１　補助事業名　　　福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業

２　交付申請額　　　金　　　　　　　　　　　　円

３　外来患者延数の状況
	補助対象期間
	補助対象期間の外来患者延数（A）
	補助対象期間の前年の外来患者延数（B）
	比較増減
（B）－（A）

	令和　年　　月　　日から
令和　年　　月　　日まで
	名
	名
	名



４　添付書類
(1)　補助対象期間の確認ができる書類
(2)　補助対象期間及び前年同期間の外来患者延数の確認ができる書類
(3)　補助金の受取口座の確認ができる書類（通帳の写し等）
(4)　その他参考となる書類


第２号様式
番　　　　　　　号　
年　　　月　　　日　

福島県知事

住所又は所在地　　　　　　　　　　　
補助事業者等　名　　　　　称　　　　　　　　　　　
氏名又は代表者の氏名　　　　　　　印

福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金交付請求書
　　　年　　月　　日付け　健第　　　　号で交付決定及び額の確定のあった福島県新型コロナウイルス感染症院内感染対策経営支援事業補助金について、下記により交付してくださるよう請求します。
記
	交付決定額
及び確定額　　（Ａ）
	
　　　　　　　　　　　　　　　円

	
今回請求額　　（Ｂ）

	
　　　　　　　　　　　　　　　円

	
残　　　額　　（Ａ－Ｂ）

	
　　　　　　　　　　　　　　　円




 

